
 

朝霞市外部評価委員会（第６回） 

次 第 

 

 

日時 令和５年１２月１４日（木） 

午後２時から 

場所 朝霞市役所 

別館５階 ５０１会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）令和６年度 行政改革推進実施計画について 

（２）令和６年度の外部評価について 

 

３ その他 

 

４ 閉 会 
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朝霞市行政改革推進実施計画 

【令和６年度版】（案） 
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資料６－１ 



   令和５年１２月１４日 外部評価委員会（第６回） 

行政改革の柱と主な取組 

（１）集中的に実施する取組 

取組名 実施項目 
シート

番号 

１ デジタル化の推進 

１ 行政手続の電子化 １ 

２ ICT の導入による事務の効率化 ２ 

２ 公共施設等の計画的な 

管理・運営 
１ 公共施設等の計画的な管理・運営 ３ 

 

（２）定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組 

取組名 実施項目 
シート

番号 

１ 持続可能な財政運営 

１ 枠配分予算方式による予算編成 

４ ２ 多様な財源の創出・確保 

３ 補助事業の見直し 

２ 市民との協働の推進 

１ 市民との協働の推進 

５ 

２ 地域に関与する市民や団体の育成 

３ 業務委託等の活用 

１ 業務委託の活用 

６ 

２ 指定管理者制度の検証 

４ 機能的な組織づくり 

１ 組織機構の見直し 

７ 

２ 審議会の見直し 

 



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれ
る効果

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

③自治体情報システムの
   標準化・共通化

２．関連する指標・数値等

①電子申請が可能となった手続数
②キャッシュレス決済を導入した事業数
③標準仕様に準拠したシステムへの移行完了業務数

３．実績

４．今後の方向性

取組内容
令和６年度 令和７年度 令和８年度

①電子申請の拡充

②キャッシュレス決済への対応

デジタル推進課

目的 来庁することなく申請・手続ができる手段を提供することなどにより、市民の利便性の向上を図る。

①電子申請の拡充
各課における行政手続の電子申請（オンライン申請）の拡充を図る。また、国が「特に国民の利便性向上に
資する手続」としている子育てや介護関係の２６手続について、マイナポータルを利用した「ぴったりサー
ビス」の活用を目指す。

②キャッシュレス決済への対応
窓口での使用料や手数料などの支払にキャッシュレス決済を導入する。

③自治体情報システムの標準化・共通化
対象となる２０業務の自治体情報システムについて、国が求める令和７年度末までに、標準仕様に準拠し
たシステムへ移行する。

・時間を問わず行政手続が行えることにより、市民の利便性が向上する。
・現金の収受を省いた迅速な決済が行えることにより、手続に要する時間が削減され、市民の負担が軽減
される。
・接触機会を減らすことにより、感染症の感染リスクが低減される。

１．実施スケジュール

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和６年度】

１ 分類 （１）　集中的に実施する取組

　１　デジタル化の推進 実施項目 　１　行政手続の電子化

検証

検証

検証

検証

検証

検証

運用開始

手続の拡充

（関係課と調整・導入）

手続の拡充

（関係課と調整・導入）

手続の拡充

（関係課と調整・導入）

決済の拡充

（関係課と調整・導入）

決済の拡充

（関係課と調整・導入）

決済の拡充

（関係課と調整・導入）

標準仕様に準拠した

システムへの移行準備 環境構築・データ移行



第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

・業務効率化により生まれた人的資源を相談・企画等の非定型的な業務にあてることなどで、市民サービ
スの向上を図ることができる。
・WEB会議システムを活用し、市民が参加しやすい環境を整えることにより、市民向け講座の開催形態の
多様化や会議等を中止や延期することなく開催することができる。

２ 分類 （１） 集中的に実施する取組

　１　デジタル化の推進 実施項目 　２　ＩＣＴの導入による事務の効率化

見込まれる
効果

１．実施スケジュール

取組内容

３．実績

４．今後の方向性

令和６年度 令和７年度 令和８年度

①定型的な業務にＩＣＴ導入

シート番号

取組名

推進課

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和６年度】

目的

取組内容

デジタル推進課

デジタルツールを導入、活用することにより、業務の効率化を図る。

①定型的な業務にＩＣＴ導入

AI※１やRPA※２、電子決裁、GIS（地理情報システム）などデジタルツールの導入やテレワーク環境の整備
を検討する。また、音声自動テキスト化システムを活用することにより、職員の事務効率化を図る。

②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主催）の開催
市民向け講座、会議等にＷＥＢ会議システムを活用する。

動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理技術。

※２　RPA：Robotics Process Automationの略称。ロボットによる業務自動化。これまで人間が
行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化することを指す。

AI-OCR、RPA

GIS
（地理情報システム）

電子決裁

②ＷＥＢ会議システムを活用
　 した会議等（市主催）の開催

２．関連する指標・数値等

①削減した事務処理時間数
②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等の数及び市民向け講座の開催回数

実施 実施 実施検証 検証

検証事例研究・関係課と調整・

実証実験・導入

事例研究・関係課と調整・

実証実験・導入

事例研究・関係課と調整・

実証実験・導入
検証 検証

活用事務の拡充

構築（関係課と調整・試行・検証） 運用開始

活用事務の拡充 活用事務の拡充

レイヤーの拡充 レイヤーの拡充 レイヤーの拡充検証 検証 検証

検証 検証 検証

検証



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれ
る効果

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

③「朝霞市公共施設マネジメン
ト基金」の活用

２．関連する指標・数値等

①公共施設の維持管理費の縮減額
②貸付等による収入額
③「朝霞市公共施設マネジメント基金」を充当した事業数

３．実績

４．今後の方向性

取組内容
令和６年度 令和７年度 令和８年度

①公共施設の維持管理費縮減

②公共施設（未利用地含む）の
有効活用

政策企画課、財産管理課

目的 市民が公共施設を将来にわたって安心して利用できるよう、計画的な維持管理を図る。

①公共施設の維持管理費縮減
「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づき、維持管理費縮減について検討を行う。

②公共施設（未利用地含む）の有効活用
公共施設（未利用地含む）を有効活用できるよう検討を進める。

③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用
朝霞市公共施設マネジメント基金を設置し、公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源を積み立て、
今後の修繕費用に充てる。

・「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づいた適切な維持管理の手法を実施することで、経費
削減を図る。
・公共施設（未利用地含む）を有効活用することで不動産貸付料による増収につながる。
・「朝霞市公共施設マネジメント基金」を適切に運用することで、今後見込まれる多額の必要経費に備え
る。

１．実施スケジュール

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和６年度】

３ 分類 （１） 集中的に実施する取組

　２　公共施設等の計画的な管理・運営 実施項目 　１　公共施設等の計画的な管理・運営

実施

積立・運用 積立・運用 積立・運用

実施 実施 実施

実施 実施

検証

検証

検証

検証

検証

検証

検証

検証 検証



シート番号

取組名

推進課

実施項目

目的
厳しい財政状況が続く中、将来にわたって市民サービスが適切に提供できるよう、予算編成の過程に
おいて既存事業の見直しや自主財源の確保を行い、限られた財源の有効活用を図る。

①枠配分予算方式による予算編成
厳しい財政状況の中、収入に見合った予算編成ができるよう、職員一人ひとりがコスト意識を持ち、既
存事業の優先順位付けやコスト削減に向けた見直しを徹底する。

②多様な財源の創出・確保
国や県の補助金を有効的に活用できるよう、新規事業や部署を横断する事業等を実施する際には関
係部署と連携を図る。あわせて、ふるさと納税の活性化、有料広告収入の拡大など新たな自主財源の
創出・確保（ガバメントクラウドファンディング、ネーミングライツなど）を目指す。

③補助事業の見直し
他市の状況や市民ニーズを踏まえ、市単独の支援制度の必要性や適正水準を検討し、公平性の確保を
図る。

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

実績 今後の方向性

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和6年度】

4 分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

　１　持続可能な財政運営

政策企画課、財政課



シート番号

取組名

推進課

実施項目

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和6年度】

5 分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

　２　市民との協働の推進

政策企画課、市政情報課、地域づくり支援課

目的
様々な世代の市民が、市政やまちづくりに関われるような仕組みを構築することにより、市と市民との
協働によるまちづくりを推進する。

①市民との協働の推進
市民参画を推進するための制度（公募委員、市政モニター制度など）が、より有効に機能するよう、改善
と拡充に取り組む。また、市民活動団体などと協働・連携した行政運営を図る。

②地域に関与する市民や団体の育成
講座や講演会等の開催を通じて、地域での活動に関心を持つ人材を発掘するとともに、近隣市の団体
との交流を図るなど、NPO法人等の市民活動団体の活動を支援する。

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

実績 今後の方向性



シート番号

取組名

推進課

実施項目

分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課

①業務委託の活用
業務の必要性、効率性を精査し、質の高い行政サービスの提供が可能となる事業について、業務委託
を検討する。

②指定管理者制度の検証
現在の指定管理者制度について検証し、より有効な施設の管理に向けて今後の在り方を検討する。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和6年度】

　３　業務委託等の活用

実績 今後の方向性

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

6

目的
行政サービスを効果的かつ効率良く提供し、市民サービスを向上させるための業務委託について検討
する。



シート番号

取組名

推進課

実施項目

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和6年度】

7 分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

　４　機能的な組織づくり

政策企画課

目的 社会状況の変化に伴って多様化する行政需要に対し、機動的に対応するための組織づくりを図る。

①組織機構の見直し
多様化する行政需要に対応するため、組織機構及び所掌事務の見直しを行う。
また、臨時の対応が必要な事務や複数部署にまたがる事務などについては、適宜プロジェクト・チーム
を設置し、迅速かつ柔軟に対応する。

②審議会の見直し
審議会等の効率的な活用を図るため、性質の似た会議体の整理・統合を行うなど、審議会等の在り方
を検討する。

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

実績 今後の方向性
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外部評価委員会事前質問票　（行政改革推進実施計画【令和６年度版】（案））

質問
No.

シート
番号

取組名
実施項目

委員からの質問 担当課 担当課からの回答 委員

1 1
１　デジタル化の推進
１　行政手続の電子化

　ヒューマンエラーは起こるという前提で、致命的な事故にならない設計をする必
要があるのではないでしょうか。それとアップデートやパッチなど頻繁に行うこと
が、安全につながるかと思います。

デジタル推進課

　情報セキュリティ対策として、現在使用している住民情報システム等において
は、事故防止のため、注意喚起のポップアップや使用権限の細分化等、システム
上のヒューマンエラー防止対策を実施しています。また、不正プログラム対策とし
て、ソフトウェアのパッチやバージョンアップに関する規定等を整備し、内容等を精
査した上で、適切な時期に実施するなど、適正な運用に努めています。
　今後も、いただいた御意見等を踏まえ、引き続き情報セキュリティ対策を徹底し
た取組を推進してまいります。

菅沼委員

2 1
１　デジタル化の推進
１　行政手続の電子化

　子育てや介護関係の２６手続は全体の何パーセントに当たりますか。また、２６
手続は今年度中の目標でしょうか。

デジタル推進課

　国が「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」として示す５９
手続のうち、本市では４９手続が対象となっており、「特に国民の利便性向上に資
する手続」として選定された子育てや介護関係の２６手続は、約５３．１パーセント
に当たります。また、２６手続について、朝霞市行政情報デジタル化推進方針では
令和７年度までのオンライン化を目標としており、これまでに１５手続のオンライン
化を実現しています。

小島委員

3 5 ２　市民との協働の推進

①これからの時代に必要な取組だと思います。改善、拡充への取り組みは、今の
段階でどんな案がありますか。

②地域での活動に関心のある人材を発掘するという視点、とてもいいと思います。
市政がより市民のニーズに合致していくと思います。各課への、より一層のそのよ
うな意識の転換を、どのように進めていこうと思われていますか。

①政策企画課
市政情報課

②政策企画課
地域づくり支援課

①
　公募委員候補者名簿および市政モニターへの登録については、令和４年度は
1,500名に対して送付していた登録依頼の通知を、より多くの方に登録いただける
よう令和５年度は2,000名に送付する予定です。
　現在、若年層（20代・30代）の登録者が少ないことや、公募委員に登録したもの
の公募委員になる機会がない方がいることなどの課題があることから、引き続き
登録方法の検討や公募委員の登用について働きかけを行ってまいります。（政策
企画課）
　市政モニターに関する改善、拡充への取り組みとして、広く若年層にも意見を伺
えるよう登録対象年齢の要件を拡大することや、他の広聴制度も含めて各制度が
より有効に活用されるよう活用の方法や事例等を庁内に周知していくことを検討し
ています。（市政情報課）
②
　市民参画のための様々な手法等の職員への周知など、市民との協働を推進し
てまいります。（政策企画課）
　市民活動支援ステーションでは、市民の皆さんに地域での活動に関心を持って
いただけるよう「地域デビュー支援セミナー」を開催しております。また、市内で活
動する団体を紹介する「あさか市民活動ガイドブック」を発行し、庁内各課をはじめ
関連団体および市民の皆さんに配布しております。（地域づくり支援課）

青山委員

4 6 ３　業務委託等の活用 　現在、業務委託を検討している分野は何があるのでしょうか。 政策企画課
　専門的な業務等が必要な場合に、外部への委託を行っております。今後におい
ても分野を問わず、各部署で必要に応じて委託の検討を行ってまいります。

青山委員

5 6 ３　業務委託等の活用

　この取組で目指す姿、あるいは「改革」の視点や方向性について、来年度の実
施概要も含めてもう少し具体的に示していただけないでしょうか。
　業務委託や指定管理者制度をどのように行政改革に結びつけていくのか、従来
とどう異なるのかをご説明いただければと思います。

政策企画課

　「業務委託等の活用」の取組については、これまでの取組で、活用が可能な業
務や施設への導入がある程度進められてきたことから、「定期的な見直し、継続
的な実施が求められる取組」として位置づけ、今後も、引き続き検討を行っていく
こととしています。
　この取組では、未導入の業務や施設への導入の必要性を検討するだけでなく、
すでに導入している業務や施設において、業務委託等の必要性や効果を常に評
価・見直ししていくことで、適正な業務委託等の運用を進めていくものです。

宮澤委員

6 7 ４　機能的な組織づくり
　似た会議の統合を行うのはよいと思います。
　公募での市民の委員をもっと増やしてほしいです。市政と市民の繋がりが、より
深まると思います。検討することは可能ですか。

政策企画課
　審議会ごとに、審議の内容に応じた構成や委員数、任期等を定めていることか
ら、直ちに公募委員を増やすことは難しいと考えますが、改選などの機会を捉え
て、公募委員の登用について検討するよう、引き続き働きかけてまいります。

青山委員

令和５年１２月１４日外部評価委員会（第６回）
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